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午前１０時００分 開議 

 

○議長（川﨑和夫君） ただいまの出席議員数は８人です。定足数に達しておりますので、

平成２９年１２月舟橋村議会定例会を再開します。 

本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

議案第３６号から議案第４０号まで及び陳情第４号 

○議長（川﨑和夫君） 日程第１ 議案第３６号から議案第４０号までの５件及び陳情第

４号の１件を一括議題とします。 

ただいま議題となりました各案件につきましては、各常任委員長から委員長報告が提

出されており、その審査結果はお手元に配付のとおりです。 

 

（常任委員長報告） 

○議長（川﨑和夫君） 各常任委員長から審査結果の報告を求めます。 

総務教育常任委員長 明和善一郎君。 

○総務教育常任委員長（明和善一郎君） おはようございます。 

本定例会におきまして、総務教育常任委員会に付託されました諸案件の審査結果をご

報告いたします。 

  付託案件は、議案第３６号 舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例制定の件、議案第３７号 専決処分の承認を求める件のうち当委員会所管部分及び議

案第３８号 平成２９年度舟橋村一般会計補正予算（第５号）のうち当委員会所管部分

であります。 

  本委員会におきまして、これらの諸案件について慎重に審査いたしました結果、全会

一致をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、さきの９月定例会において継続審査に付されていた陳情第４号 「全国森林環

境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情については、賛成多数で採択することと

しました。 

  以上をもちまして、総務教育常任委員長報告といたします。 

○議長（川﨑和夫君） 次に、産業厚生常任委員長 森 弘秋君。 
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○産業厚生常任委員長（森 弘秋君） 本定例会におきまして、産業厚生常任委員会に付

託されました諸案件の審査結果をご報告いたします。 

  付託案件は、議案第３７号 専決処分の承認を求める件のうち当委員会所管部分、議

案第３８号 平成２９年度舟橋村一般会計補正予算（第５号）のうち当委員会所管部分、

議案第３９号 平成２９年度舟橋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）及び

議案第４０号 村道の路線認定の件であります。 

  本委員会におきまして、これらの諸案件について慎重に審査いたしました結果、全会

一致をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上をもちまして、産業厚生常任委員長報告といたします。 

○議長（川﨑和夫君） 以上をもって、各常任委員長の審査結果の報告を終わります。 

 

（質  疑） 

○議長（川﨑和夫君） これより、各常任委員長の報告に対する質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 

（討  論） 

○議長（川﨑和夫君） これより、各案件に対する討論を行います。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

１番 田村 馨君。 

○１番（田村 馨君） 陳情番号４、「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関

する陳情に反対の立場から討論を行います。 

  本意見書案は、市町村が継続的に森林の整備・保全に取り組めるよう、安定財源の確

保に向けて森林環境税を早期に創設することを国に求める。そして、その際、この新た

な税を活用した森林整備等が円滑に進められるよう、市町村の体制整備を支援するとと

もに、都道府県の役割や県の独自課税との関係を明確化するよう求める内容であります。 

  意見書案が強調しているとおり、森林が果たしている多面的機能は、国民にさまざま

な恩恵をもたらしております。これらの機能を十全に果たすために、間伐などの森林整

備を着実に実施する必要があるということについて、異論はありません。必要な財源を
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確保し、資源循環型の林業や木材産業の再生を図る取り組みが重要でありますが、問題

はその財源をどこに求めるのかということであります。 

自民党・公明党が発表した平成２９年度税制改正大綱を見ると、市町村が主体となっ

て実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を

含め、都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする、仮称でありま

すが、森林環境税の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組

み等について総合的に検討し、平成３０年度税制改正において結論を得ると書かれてあ

ります。国民に等しく負担を求めることを前提とした森林環境税の創設は賛同できませ

ん。 

  そもそも環境にかかわる分野では、環境破壊、環境汚染を引き起こす原因を発生させ

ている汚染者に対しその損害の費用を払わせる、いわゆる汚染者負担の原則、ＰＰＰが

一般に定着しております。森林の減少や化石燃料の使用増大による温室効果ガスの急増

が地球温暖化の原因とされています。温室効果ガスを削減するためには、国内のＣＯ２

総排出量の８割を占める産業界の取り組み、とりわけ電力、鉄鋼など大口排出者の対応

が決定的な鍵を握っております。平成２４年から施行されている地球温暖化対策のため

の税は、ＣＯ２排出量に応じた税率を課すというものでありますが、その税制度の拡充

を図るとともに、その使途として森林吸収源対策を位置づけるようにすべきだと私は考

えます。 

  日本共産党は、大企業のＣＯ２排出量削減目標達成のための補助手段として、二酸化

炭素の排出量に着目した環境税の導入を提案しております。汚染者負担の原則に基づき、

森林の整備・保全・再生のための財源を確保していくことが必要ではないでしょうか。 

  国土の３分の２が森林で覆われている日本でありますが、林業は衰退の一途をたどっ

てきました。林業従事者は１９８０年代から比較しても３分の１にまで減少し、手入れ

がされず荒廃した森林が日本中に広がっています。 

  もともと日本の林業は、戦後、建築用木材として国が主導して杉、ヒノキの植林が進

められるという人工林拡大政策が行われてきたわけでありますが、これらの木材が育つ

前の１９６４年に木材輸入が自由化され、安価な外国産材が市場を席巻し、国産材は流

通、加工などのコスト競争でおくれをとり、外国産材が短納期、低価格で届くシステム

が構築され、国産材の自給率は１５年ほど前には２０％以下にまで落ち込みました。 

ただし、近年は合板製造業で国産間伐材の利用が前進していることや外国産材の輸入
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量減少などにより３割程度まで回復しています。戦後植林され成長してきた木々は本格

的に利用可能な樹齢に達しており、私は今こそ適切な森林整備と国産材の供給体制の確

立、林業・木材産業の再建、林業労働者の確保や技術の継承など、我が国の森林・林業

を再生するための施策に本腰を入れるべき時期が到来していると考えます。 

  意見書でも述べられておりますとおり、森林は木材供給という面はもとより、国土の

保全、水源の涵養、地球温暖化の防止など多面的な機能を有しております。「地方創生」

という言葉が今強調されておりますが、林業の活性化は中山間地農業の振興と並び、山

村の活性化、地域経済の活性化につながる重要なテーマであろうと考えます。 

  木が育つためには３０年、５０年という長い年月が必要であり、林業政策というもの

は、私たちの子どもや孫、さらにはそれに続く世代にどのような国土・環境・産業を残

すのかという、すぐれて未来への責任が問われる分野であります。 

また、地球温暖化対策も、人類の未来を守る喫緊の課題であります。日本は１９９０

年比で温室効果ガスを６％削減することを国際社会に約束、うち３．８％が森林による

二酸化炭素の吸収量で達成するという計画であります。 

汚染者負担の原則にのっとり、森林整備のための財源を確保することが最も効果的か

つ合理的であるという意見を表明して、討論を終わります。 

○議長（川﨑和夫君） 以上で通告による討論を終わります。 

ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） 討論がないようですから、これで討論を終わります。 

 

（議案の採決） 

○議長（川﨑和夫君） これより採決いたします。 

まず、議案第３６号 舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定

の件について採決します。 

この案件に対する総務教育常任委員長の報告は可決であります。 

この案件について、総務教育常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（川﨑和夫君） 起立全員であります。 
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よって、議案第３６号 舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制

定の件については、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第３７号 専決処分の承認を求める件について採決します。 

この案件に対する各常任委員長の報告は可決であります。 

この案件について、各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（川﨑和夫君） 起立全員であります。 

よって、議案第３７号 専決処分の承認を求める件は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第３８号 平成２９年度舟橋村一般会計補正予算（第５号）及び議案第３

９号 平成２９年度舟橋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の２件を一括

して採決します。 

以上の案件に対する各常任委員長の報告は可決であります。 

以上の案件について、各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（川﨑和夫君） 起立全員であります。 

よって、議案第３８号 平成２９年度舟橋村一般会計補正予算（第５号）及び議案第

３９号 平成２９年度舟橋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の２件は、

原案のとおり可決されました。 

次に、議案第４０号 村道の路線認定の件について採決いたします。 

この案件に対する産業厚生常任委員長の報告は可決であります。 

この案件について、産業厚生常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（川﨑和夫君） 起立全員であります。 

よって、議案第４０号 村道の路線認定の件は原案のとおり可決されました。 

 

（陳情の採決） 

○議長（川﨑和夫君） 次に、さきの９月定例会において継続審査に付されていた陳情第
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４号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情について採決します。 

この陳情に対する総務教育常任委員長の報告は採択であります。 

この陳情について、総務教育常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（川﨑和夫君） 起立多数であります。 

よって、陳情第４号については採択とすることに決定いたしました。 

 

日 程 の 追 加 

○議長（川﨑和夫君） お諮りします。ただいま、村長から、議案第４１号 舟橋村教育

委員会委員任命の件が提出されました。 

これを日程に追加し、議案第４１号を追加日程第１として議題にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決

定しました。 

 

議 案 第 ４ １ 号 

○議長（川﨑和夫君） 追加日程第１ 議案第４１号 舟橋村教育委員会委員任命の件に

ついて議題とします。 

 

（提案理由の説明） 

○議長（川﨑和夫君） 提案理由の説明を求めます。 

村長 金森勝雄君。 

○村長（金森勝雄君） 本日、追加提案いたしました議案につきまして、ご説明を申し上

げます。 

  議案第４１号 舟橋村教育委員会委員任命の件につきましては、杉田 勲委員から、

一身上の都合により平成２９年１２月２８日をもって職を辞したい旨の願いが提出さ

れ、受理いたしました。 
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  つきましては、残任期間の委員に喜渡浩明氏（仏生寺２３１番地、昭和５１年１１月

１０日生まれ）にお願いしたいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 

  何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（川﨑和夫君） 提案理由の説明が終わりました。 

 

（質  疑） 

○議長（川﨑和夫君） これより、本件に対する質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 

（討  論） 

○議長（川﨑和夫君） お諮りいたします。本件については、会議規則第３９条第３項の

規定により委員会付託を省略し、討論に入りたいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） ご異議なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） 討論がないようですから、討論を終わります。 

 

（採  決） 

○議長（川﨑和夫君） これより採決いたします。 

議案第４１号 舟橋村教育委員会委員任命の件について採決します。 

議案第４１号について、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（川﨑和夫君） 起立全員であります。 

よって、議案第４１号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 
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日 程 の 追 加 

○議長（川﨑和夫君） お諮りします。ただいま、前原英石君から、議員提出議案第２号 

全国森林環境税の創設に関する意見書、竹島貴行君から、議員提出議案第３号 道路整

備予算の総額確保と道路財特法による補助率の嵩上げ措置の継続に関する意見書が提

出されました。 

これらを日程に追加し、議員提出議案第２号及び議員提出議案第３号を追加日程第２

として議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議員提出議案第２号及び議員提出議案第３号を追加日程第２に追加し、

議題とすることに決定しました。 

 

議員提出議案第２号及び議員提出議案第３号 

○議長（川﨑和夫君） 追加日程第２ 議員提出議案第２号 全国森林環境税の創設に関

する意見書及び議員提出議案第３号 道路整備予算の総額確保と道路財特法による補

助率の嵩上げ措置の継続に関する意見書を議題とします。 

 

（提案理由の説明） 

○議長（川﨑和夫君） まず、前原英石君より提案理由の説明を求めます。 

８番 前原英石君。 

○８番（前原英石君） 私は、明和善一郎君、森 弘秋君、吉川孝弘君、杉田雅史君の４

名の賛同をいただき、議員提出議案第２号 全国森林環境税の創設に関する意見書の提

出について提案するものであります。その提案理由の説明を申し上げます。 

  我が国は地球温暖化対策として温室効果ガス削減目標を国際的に約束しておりますが、

これを達成するには森林吸収源対策の推進が不可欠であり、また市町村主体となって森

林保護などの対策に取り組むには、恒久的・安定的な財源が必要となってまいります。 

  山村地域における森林吸収源対策の推進は、地球温暖化防止だけではなく、雇用の確

保、国土保全、地方創生等にもつながり、そのための市町村の財源強化は大変重要であ

ります。 
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  よって、舟橋村議会として国会及び政府関係機関の長にこの意見書を提出し、森林・

林業・山村対策の抜本的強化を図るための全国森林環境税の早期導入を強く求めるもの

であります。 

  何とぞ全会一致のご賛同をいただき、関係機関への意見書提出に議決を賜りますよう

お願い申し上げまして、提案理由説明といたします。 

  お願いいたします。 

○議長（川﨑和夫君） 次に、竹島貴行君より提案理由の説明を求めます。 

  ７番 竹島貴行君。 

○７番（竹島貴行君） 私は、同僚議員、前原英石君、明和善一郎君、森 弘秋君、吉川

孝弘君、杉田雅史君の賛同をいただき、議員提出議案第３号 道路整備予算の総額確保

と道路財特法による補助率の嵩上げ措置の継続に関する意見書提出を提案するもので

あります。その提案理由について説明を行います。 

  道路は、住民の豊かな生活や活力ある産業、経済、社会活動を支える最も基礎的な社

会資本であります。 

  舟橋村におきましては、住民生活の安心・安全確保のため、道路や歩道の整備に努め

ているところですが、今後において道路の維持管理や更新などに要する費用の増大が見

込まれます。また、地方創生実現のため、村の創意工夫を最大限に生かした地域づくり

と村への人の流れをつくるネットワーク形成が重要であります。 

  また、東日本大震災を踏まえ、地域住民の安心・安全の確保や地域経済の活性化に不

可欠な道路整備予算を確保し、道路整備の一層の推進が極めて重要となっております。 

  このような中、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の規定によ

る補助率等の嵩上げ措置が平成２９年度までとなっており、平成３０年度から道路の補

助率等が低減されることは、村の負担増が見込まれ、必要な道路整備に遅れが生じるお

それや交通安全対策の滞りも懸念されます。 

  よって、舟橋村議会として国会並びに政府に意見書を提出し、道路整備予算の総額確

保と「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の規定による補助率の

嵩上げ措置を平成３０年度以降も継続、さらに地方創生推進のためにも必要な道路整備

に対する補助率等の拡充を強く求めるものであります。 

  以上、説明を終わります。 

○議長（川﨑和夫君） 以上で提案理由の説明が終わりました。 
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（質  疑） 

○議長（川﨑和夫君） これより、それぞれの案件に対する質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 

（討  論） 

○議長（川﨑和夫君） お諮りいたします。両案件については、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略し、討論に入りたいと思います。これにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） ご異議なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） 討論がないようですから、討論を終わります。 

 

（採  決） 

○議長（川﨑和夫君） これより採決いたします。 

まず、議員提出議案第２号 全国森林環境税の創設に関する意見書について採決しま

す。 

議員提出議案第２号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（川﨑和夫君） 起立多数であります。 

よって、議員提出議案第２号は原案のとおり可決されました。 

次に、議員提出議案第３号 道路整備予算の総額確保と道路財特法による補助率の嵩

上げ措置の継続に関する意見書について採決します。 

議員提出議案第３号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（川﨑和夫君） 起立全員であります。 

よって、議員提出議案第３号は原案のとおり可決されました。 

ただいま可決されました意見書の提出先、方法については、議長にその取り扱いを一

任されるようお願いいたします。 

 

日 程 の 追 加 

○議長（川﨑和夫君） お諮りします。選挙第４号 三郷利田用水市町村組合議会議員選

挙について、これを日程に追加し、選挙第４号を追加日程第３として議題にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） ご異議なしと認めます。 

したがって、選挙第４号を日程に追加し、追加日程第３として議題とすることに決定

しました。 

 

選 挙 第 ４ 号 

○議長（川﨑和夫君） 追加日程第３ 選挙第４号 三郷利田用水市町村組合議会議員選

挙についてを議題とします。 

お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） ご異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。指名の方法につきましては、議長が指名することにいたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議長において指名することに決定しました。 

三郷利田用水市町村組合議会議員に 

舟橋村竹内４６９番地２ 喜 田 義 孝 君 

舟橋村竹内１８６番地  高 田 美穂子 君 
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の２名を指名いたします。 

お諮りします。ただいま指名いたしました喜田義孝君、高田美穂子君を三郷利田用水

市町村組合議会議員の当選人にすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） ご異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名いたしました喜田義孝君、高田美穂子君が三郷利田用水市

町村組合議会議員に当選されました。 

 

議会運営委員会及び各常任委員会の閉会中の継続審査申し出の件 

○議長（川﨑和夫君） 次に、日程第２ 議会運営委員会及び各常任委員会の閉会中の継

続審査申し出の件について議題といたします。 

本件については、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり、

各委員会から閉会中における所管事務の継続審査の申し出があります。 

お諮りします。議会運営委員長及び各常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続

審査に付することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（川﨑和夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、議会運営委員会及び各常任委員会の閉会中の継続審査申し出の件は、申し出

一覧表のとおり決定いたしました。 

 

閉 会 中 の 継 続 審 査 の 申 し 出 一 覧 

委 員 会 名 所  管  事  務  調  査  事  項 

議 会 運 営 委 員 会 

１ 議会の運営に関する事項 

２ 議会関係の条例及び規則に関する事項 

３ 議長の諮問に関する事項 

総務教育常任委員会 

１ 村政の重要施策の推進に関する事項 

２ 防災対策の強化に関する事項 

３ 行財政の効率的な運営に関する事項 

４ 学校教育の充実に関する事項 

５ スポーツ、生涯学習及び地域文化の振興に関する事項 

６ 消防の充実、強化に関する事項 

７ 他の常任委員会に属しない事項 
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委 員 会 名 所  管  事  務  調  査  事  項 

産業厚生常任委員会 

１ 生活環境及び道路交通網の充実に関する事項 

２ 村民の健康維持、増進に関する事項 

３ 住民福祉の増進に関する事項 

４ 農業の振興対策に関する事項 

５ 商工業及び観光の発展に関する事項 

 

○議長（川﨑和夫君） 以上をもって、本定例会の全日程が終了いたしました。 

 

村 長 挨 拶 

○議長（川﨑和夫君） 本定例会を閉会するに当たり、村長から挨拶があります。 

村長 金森勝雄君。 

○村長（金森勝雄君） 一言ご挨拶を申し上げます。 

本定例会に提出いたしました６議案につきまして、満場一致のご同意をいただき、ま

ことにありがとうございます。 

一般質問にありました食品ロスの削減、消防団員の定数確保と女性団員の加入、通学

路の安全性の確保、小中一貫校の取り組みの中で本校の特徴を生かして体育での均衡に

配意することなどにつきまして、各議員からご指摘、ご提言をいただきました。 

これらのことを真摯に受けとめまして、今後の施策に盛り込んでまいる所存でありま

す。どうかご理解とご支援を賜りたいと思います。 

議員の皆様には、時節柄健康に十分留意されて、輝かしい新年を迎えられますようご

祈念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

 

閉 会 の 宣 告 

○議長（川﨑和夫君） これで本日の会議を閉じます。 

これをもちまして、平成２９年１２月舟橋村議会定例会を閉会いたします。 

どうもありがとうございました。 

 

午前１０時３６分 閉会 

 


